
意見書案第２号

ゼロカーボン北海道の実現に向けた森林・林業・木材産業施策の

さらなる充実・強化を求める意見書

森林には、地球温暖化防止や国土の保全、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されて

おり、これらの機能を十分に発揮させるためには、森林資源の循環利用を進める必要がある。

　北海道は、全国の森林面積のおよそ４分の１を有しており、森林資源の循環利用に向けて、

森林整備事業や治山事業等の国の事業を活用し、植林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供

給、山地災害の防止、木造建築物の整備、森林づくりを担う人材の育成等、様々な取り組みを

進めてきた。また、本市では「環境首都・ＳＡＰＰＯＲＯ」を掲げ、札幌市気候変動対策行動

計画に基づいて、森林の保全及び整備、道産木材の利用等に取り組んでいるところである。

　国が地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、２０５０年までに温室効果ガスの

排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現を目指している中、全国一の森林面積を

有する北海道においても、２０５０年までに道内の温室効果ガスの排出量の実質ゼロを目指す

ゼロカーボン北海道を表明しており、その実現に向けた森林・林業・木材産業施策のさらなる

充実・強化を図ることは、国の目標を達成するためにも重要な意味を持つものである。

　よって、国会及び政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１　地球温暖化や山地災害の防止など森林の多面的機能の持続的な発揮に向けて、新たに策定

された「国土強靱化実施中期計画」に基づき、伐採後の着実な植林、適切な間伐や防災・減

災対策の推進に必要な予算を十分に確保すること。

２　優良種苗の安定供給、鳥獣害・病虫害などの森林被害への対策、ＩＣＴ等の活用によるス

マート林業の推進、木材加工・流通体制の強化、建築物の木造・木質化や木質バイオマスエ

ネルギーの利用促進などによる道産木材の需要拡大、外国人材も含めた森林づくりを担う多

様な人材の育成・確保、木育の推進などに必要な支援を充実・強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
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